
絆できらめく ひと・まち・自然　未来へつなぐ 共生の郷　佐用

兵庫県佐用町

   

 

 

能登半島地震被災地に町職員を派遣します 

 

　佐用町は、能登半島地震の被災地への支援として町職員２名を珠洲市に派遣します。 

 

記 

 

１．支援する自治体 

石川県珠洲市 

２．派 遣 する職 員 

　片山　啓（税務課　町税対策室　室長補佐） 

　大野　育民（総務課　総務人事室　主査） 

３．派 遣 期 間 

令和６年 1 月 31 日(水)から令和６年２月５日(月) 

※現地活動期間　令和６年２月１日(木)から令和６年２月４日(日)【４日間】 

４．支 援 内 容 

家屋被害認定の支援 

５．支 援 への思 い 

元日に発生した能登半島地震により、多くの尊い命が失われ、今も大勢の方が避難生活を余儀なくされるな

ど、辛い日々を過ごされております。 

佐用町は平成21年に台風第9号による災害を経験し、多くの方々の支援が復興への大きな力となりました。 

支援を頂いたことへの感謝を佐用町としても忘れることはありません。 

災害の経験から、実際に復興を目指す中で得た教訓や被災地支援で培った知識を活用し、被災された方々

に寄り添い、一日でも早い復興に寄与してまいります。 
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<参考>東日本大震災以降の佐用町の職員派遣状況 

 

 業務内容 派遣人数(人) 備考

 

東日本大震災(H23)

避難所運営 54
 炊き出し 6
 物資運搬 4
 災害救助法説明 2
 保健師 2
 罹災証明 2
 家屋被害認定調査 1
 役場庁舎建築企画 1 H24.4.1～H25.3.31までの１年間
 換地計画 1 H27.4.1～H28.3.31までの１年間
 淡路島地震(H25) 家屋被害認定調査 7
 平成 26年 8月丹波市豪雨(H26) 給水業務 4
 

熊本地震(H28)
家屋被害認定調査 2

 仮設住宅支援 2
 鳥取中部地震(H28) 家屋被害認定調査 2
 平成 30年 7月豪雨(H30) 

＊岡山県、広島県へ

家屋被害認定調査 4
 給水業務 4


